
地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき知事が定める職に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第18号

地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき知事が定める職に関する規則の一部を改正する規則

地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき知事が定める職に関する規則（昭和40年鳥取県規則第42号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第39条第 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第39条第

２項の規定に基づき、知事が定める職は、次の各号に ２項の規定に基づき、知事が定める職は、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職とす 掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職とす

る。 る。

(１) 略 (１) 略

(２) 病院局 (２) 病院局

ア～ケ 略 ア～ケ 略

コ 室長（地域医療支援室、臨床研修支援室、中 コ 室長（地域医療支援室、中央放射線室、中央

央放射線室、中央検査室、リハビリテーション 検査室、理学療法室、臨床工学室、栄養管理

室、臨床工学室、栄養管理室、地域医療連携 室、地域医療連携室、医療安全・感染防止対策

室、医療安全・感染防止対策室及び医療情報管 室、医療安全対策室及び医療情報管理室の室長

理室の室長に限る。） に限る。）

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。


